
証券コード：4662
株式会社フォーカスシステムズ

2026年６月29日（月曜日）
午前10時（受付開始�午前９時30分）

東京都港区芝浦三丁目１番21号

msb Tamachi
田町ステーションタワーS　４階
TKPガーデンシティPREMIUM田町

株主総会ご出席の株主さまへのお土産はございません。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役６名選任の件
第４号議案　取締役賞与支給の件
第５号議案　取締役報酬限度額改定の件
第６号議案　�取締役に対する譲渡制限付株

式付与のための報酬改定の件

開催日時

第50期
定時株主総会
招集ご通知

開催場所

決議事項



代表取締役社長

森 啓一

ご挨拶

コーポレートスローガン

人と人とを技術でつなぐ私たちフォーカスシステムズの仕事に、
社員ひとりひとりが、情熱と誠意を持って臨む姿勢を
このメッセージに込めました。

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は1977年の設立以来、IT技術だけでなく携わる業種・業界への理解を磨きながら、「信頼さ
れるプロフェッショナル集団」であり続けることを目指し、挑戦を重ねてまいりました。
その結果、公共・民間を問わず幅広いお客さまから信頼をいただき、景気変動に左右されにく
い事業基盤を築いてまいりました。
2025年度は、国内外の経済環境が不透明な中でも、中期経営計画で掲げた「発展・利益・還元
のサイクル強化」を着実に実行し、同計画の目標を達成することができました。
これを受け、期末配当金につきましては、1株当たり16円増配の52円とする議案を本株主総会
に付議いたします。
また、2026年４月より、新たな中期経営計画をスタートいたしました。
「デジタル革新で顧客の変革を支える戦略パートナー」というビジョンの下、DXやコンサルティ
ング等、高付加価値領域への事業拡張とAIをはじめとする先端技術の活用を進め、「労働集約型」
から「知能集約型」への転換を加速させてまいります。
今後も、人的資本への投資、成長投資、M&Aの活用を通じて企業価値の向上を図ると共に、株
主還元の充実に努めてまいります。
株主の皆さまにおかれましては、引続きご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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変わりゆく時代の、中心でありたい。
その強い思いと共に、50 年ほど前、フォーカスシステムズの IT への挑戦は始まった。

当時、できることはまだまだ少なく、試行錯誤し、
ただ目の前のことを投げ出さず、必死に技術を磨くことで、少しずつ前に進んできた。

最初は気持ちだけで、突き動かされていたのかもしれない。

「決してあきらめない。」
誰にでも言える、誰もが耳にしたことがある、でも実現は簡単ではないこと。

変わらず、今でも続けていることだ。

この信念を胸に、常に一歩先を見据え、目まぐるしく変わる社会に、対応し続けてきた。

そうやって私たちが携わってきた IT システムは、今では、多くの人が触れるような存在となった。

難題が生じた時は、長年積み重ねたノウハウと、知識、そして、
それらを活かす個性豊かな仲間が化学反応を起こし、新たに導き出した答えと共に乗り越える。

そうして枠を越えることで、常にこれまでの常識にとらわれない、ニューノーマルであることができる。

しかし私たちは無謀なチャレンジはしない。それはすべての人々と共にいる自覚があるから。
ただし、チャレンジはやめない。まだまだ私たちには進化が必要だから。
そうやって「少しずつ積み重ねる」という最高速度で、これからも動き続けることができるのだ。

変わらない旗を持ち続けてきたことで、一人、またひとりと仲間は集まってきた。
家族、友人、仲間、自分自身を含めた、あらゆる人々に焦点を当てる。
みんなが安心できる、なくてはならない IT サービスを提供し続ける。

まっすぐ、ブレない。
私たちは大切なコトにフォーカスし続ける会社です。

いつも、そこに、フォーカス。
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中期経営計画

第 50 期をもって終了した「中期経営計画　24-26」では、「発展・利益・還元サイクルの強化」を掲げ、果
敢な挑戦により稼ぐ力の底上げを図ってまいりました。また、３期連続のベースアップや配当の拡充等、従
業員や株主の皆さまへの還元も強化し、すべての指標において目標を達成いたしました。この３年間の成果
を礎に、次なる成長ステージへと歩みを進めてまいります。

「中期経営計画　24-26」ハイライト

「成長投資」「収益性向上」「従業員・株主等への還元」の目標を達成

売上高 営業利益額 営業利益率

RO E

目 標

330億円以上
実 績

356億円

目 標

8.0 ％以上

実 績

8.5％

目 標

12.0％以上
実 績

15.9 ％

配当性向
実 績

41.1％

目 標

35～40 ％

成 長 投 資
旺盛な需要を背景に
各セグメントへ投資、順調に推移
先進分野を探索、新会社を立ち上げ

従業員・株主への還元
配当性向 40%超、安定配当を継続
３期連続でベースアップ

収 益 性 向 上
目標である営業利益率 8％を達成
ROE 15.9%

目 標

26.5億円以上
実 績

30.3億円

中期経営計画の
詳細はこちら
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||    中期経営計画　27-29     ||

中核事業の高付加価値化・生産性向上による収益力の強化と
DX・コンサルティング領域へのスケーラブルな展開

事 業 展 開

デジタル革新で顧客の変革を支える戦略パートナー
ビジョン

全 社 戦 略

最新技術やコンサルティングスキルを持つ人材を確保
多様な育成手段を開拓・開発

専門人材の確保
テクノロジーと管理手法の高度化を鍵に、
人的資本とデータの価値を最大化

組織力の強化
コーポレート

経営目標 ROE
16.0％以上

営業利益率
10.0％

営業利益額
45億円

売上高
450億円

当社は「業界の中核企業となるための第一歩」を踏み出し、お客さまの変革をリードする「戦略パートナー」への進化を目指します。
サービスの高度化・効率化、コンサルティング事業の強化、ソリューションの研究開発を推進すると共に、長年培った実践知とAI等
の先端技術を融合させ、「労働集約型」から「知能集約型」へとビジネスモデルを転換し、強固な競争優位性を確立してまいります。

「労働集約型」から「知能集約型」へ。先端技術活用で競争優位を確立。

コンサルティング事業の展開により、収益源を多様化
顧客の戦略パートナーとなり、継続的なビジネス機会を創出

コンサルティング事業の強化
高度化（短縮化・品質の維持）に関する

新技術の情報収集・検証・普及

ソリューションの研究開発

提供サービスの高度化を中心に短納期化・高品質化を狙う

提供サービスの高度化と効率化

※「中期経営計画　27-29」は、2027 年 3 月期から 2029 年 3 月期までの 3 か年を対象とする中期経営計画です。

事 業
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証券コード 4662
2026年６月12日

（電子提供措置の開始日2026年６月４日）
株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目７番８号
株式会社フォーカスシステムズ

代表取締役社長 森 啓 一

第50期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第50期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第50期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト （https://www.focus-s.com/ir/library/meeting）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト

（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード「4662」を入力・検索し、「基本情

報」「縦覧書類/PR情報」「株主総会招集通知/株主総会資料」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご高覧のうえ、７頁に記載の「議決権行使
についてのご案内」に従って、2026年６月26日午後５時45分までに議決権を行使くださいま
すようお願い申し上げます。

敬具
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記
１. 日 時 2026年６月29日（月曜日）午前10時

（受付開始は午前９時30分を予定しております）

２. 場 所 東京都港区芝浦三丁目１番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS ４階
TKPガーデンシティPREMIUM田町
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

３. 会議の目的事項
報告事項 第50期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 取締役賞与支給の件
第５号議案 取締役報酬限度額改定の件
第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご呈示くださいますようお願い申し上げま
す。

◎当社定款第15条の規定に基づき、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主１名に委
任することができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状）をご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。

◎議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取扱わせていただき
ます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、事業報告の「会社の体
制及び方針」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」を記載しておりません。なお、当該書面
は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。



議決権行使についてのご案内

議 決 権 行 使 書

〇〇〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇〇〇株式会社 御中

XX 個

1.

2.

3.

4.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

見本

見本

お 願 い

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

株主総会における議決権は、株主の皆さまの重要な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げま
す。議決権のご行使には以下の方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。また、本招集ご
通知をご持参ください。

同封の議決権行使書用紙に議案の賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をされたもの
として取扱わせていただきます。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

2026年６月29日（月曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

株主総会開催日時

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。
議決権行使書のご記入方法のご案内

株主総会に出席する方法 郵送（書面）により
議決権を行使する方法

インターネット等により
議決権を行使する方法

2026年６月26日（金曜日）
午後５時45分到着分まで

議決権行使期限

2026年６月26日（金曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使期限

インターネット等と書面の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし
ます。また、インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいた
します。

▶ 全員に賛成する場合：「賛」の欄に○印
▶ 全員に反対する場合：「否」の欄に○印
▶ 一部の候補者を
　反対する場合　  ：

　

第３号議案

▶ 賛成する場合：「賛」の欄に○印
▶ 反対する場合：「否」の欄に○印

第１、２、４、５、６号議案

「賛」の欄に〇印をし、反
対する候補者の番号をご記
入ください。

7



インターネット等による議決権行使のご案内

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙
に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※�QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイトへ遷移で
きます。

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワード
を入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。

1 �議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読
み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトに
　 アクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト

2 議決権行使書用紙に記載された
　 「議決権行使コード」をご入力ください。

3  議決権行使書用紙に記載された
　 「パスワード」をご入力ください。

4  以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

議 決 権 行 使 書

〇〇〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇〇〇株式会社 御中

XX 個

1.

2.

3.

4.

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

見本

見本

お 願 い

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

見本

見本
見本

「次へ」をクリック

※��「QRコ ード」
は株式会社デ
ンソーウェー
ブの登録商標
です。

みずほ信託銀行  証券代行部
インターネット
ヘルプダイヤル

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法等が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

 0120-768-524
（受付時間　年末年始を除く９:00～21:00）
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株主総会参考書類

9

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、安定的な配当継続の方針に基づき、当期の業績に応じた

利益還元を勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類
金銭といたします。

（２）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金52円（普通配当52円）
（ご参考）中間配当を含めた年間配当金は、１株につき金64円となります。

総額761,720,960円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月30日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

当社は今後、これまで研究開発を進めてきた医療AI技術を活用し、医療及びヘルスケア分
野における本格的な事業化を予定しております。これに伴い、当社の現状に即した事業内容
の明確化を図ると共に、事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に新たな事
業目的を追加するものであります。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。
(１)〜(５) （条文省略）

（新設）
（新設）
（新設）

(６)〜(12) （条文省略）

（目的）
第２条 （現行通り）

(１)〜(５) （現行通り）
(６) 医療機器の開発、製造、販売および輸出入業務
(７) 医療およびヘルスケアに関するITを活用した事業
(８) 医療およびヘルスケアに関するコンサルティン
グ業務
(９)〜(15) （現行通り）
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第３号議案 取締役６名選任の件
取締役８名のうち、森啓一、瀬尾勘太、秋山エリカの３氏は、本総会終結の時をもって任

期満了となります。つきましては、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に向け、次世代
経営人材の育成・登用を計画的に進めると共に、経営監督機能を強化するため、新たに取締
役を３名（うち社外取締役１名）増員することとし、取締役６名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１

森
もり

啓
け い い ち

一
（1963年９月３日生）

再任

取締役在任年数
（本総会終結時）

20年

所有する当社株式数
272,800株

1989年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
1995年８月 吉田税務会計事務所入所
1998年10月 当社入社
2002年４月 当社経理部長
2005年４月 当社経営管理部長
2006年４月 当社管理本部長兼経営企画室長
2006年６月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長
2009年６月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長
2011年４月 当社代表取締役社長（現任）
2023年２月 公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長（現任）

（重要な兼職の状況）
公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長

【取締役候補者の選任理由】
森啓一氏は、代表取締役として長年にわたり経営戦略の立案・実行を主導し、前事業年度を終期とする中期

経営計画の目標達成に寄与しました。今期より開始する新たな中期経営計画の初動において、的確な意思決定
と実行力が重要であることから、引続き同氏の経験･能力を経営に活かすことが適切であると判断し、取締役
候補者といたしました。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

２

津
つ し ま

嶋 隆
た か ひ ろ

博
（1977年６月７日生）

新任

所有する当社株式数
10,000株

2001年４月 当社入社
2015年４月 当社ITイノベーション事業本部SI&コンサルティング事業

部ERPソリューション部長
2016年４月 当社ITサービス事業本部SI&コンサルティング事業部ERP

ソリューション部長
2019年４月 当社デジタルビジネス事業本部SI&コンサルティング事業

部長
2023年４月 当社デジタルビジネス事業本部営業企画統括部長
2024年４月 当社デジタルビジネス事業本部デジタルコンサルティン

グ事業部長
2025年４月 当社執行役員デジタルビジネス事業本部長（現任）

【取締役候補者の選任理由】
津嶋隆博氏は、長年にわたる事業部門での豊富な実務経験を有し、顧客の信頼獲得力を強みに営業・マーケ

ティングを積極的に推し進め、新規事業立ち上げや新規顧客層の獲得を通じて、当社の事業基盤構築に大きく
寄与してまいりました。今後、新たな中期経営計画の達成に向け、当社の更なる成長加速には同氏の経験・能
力を経営に活かすことが適切と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

３

水
み ず の

野 弥
わたる

（1971年３月16日生）

新任

所有する当社株式数
11,900株

1991年４月 三洋証券株式会社入社
1993年４月 吉田税務会計事務所入所
2002年12月 当社入社
2007年４月 当社管理本部経理部長
2016年４月 当社管理本部副本部長兼経理部長
2018年４月 当社管理本部副本部長兼総務部長
2021年４月 当社管理本部長
2022年４月 当社管理本部長兼経営企画室長
2023年４月 当社管理本部長兼総務部長
2025年４月 当社執行役員コーポレートマネジメント本部長（現任）

【取締役候補者の選任理由】
水野弥氏は、長年にわたる経理部門での実務経験に加え、経営企画室長、管理本部長等の要職を歴任し、管

理部門全般における豊富なマネジメント経験を通じて当社の経営管理基盤の構築を主導してまいりました。今
後は、当社の中長期的な経営管理の高度化及びガバナンスの実効性向上を図るうえで同氏の経験・能力を経営
に活かすことが適切と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

４

瀬
せ お

尾 勘
さ だ た か

太
（1973年２月19日生）

再任 社外 独立

取締役在任年数
（本総会終結時）

８年

所有する当社株式数
０株

1996年４月 瀬尾師也税理士事務所入所
2001年２月 株式会社ビジネス・アソシエイツ入社
2003年９月 瀬尾師也税理士事務所入所
2013年６月 瀬尾勘太税理士事務所所長（現任）
2018年６月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
瀬尾勘太税理士事務所所長

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
瀬尾勘太氏は、税理士としての豊富な実務経験に基づいた会計・税務・財務に関する高度な専門知識を有

し、取締役会において的確な助言と監督を行っております。また、当社の報酬諮問委員会委員長として、客観
的かつ中立的な立場から取締役報酬の決定過程における監督機能を担ってまいりました。これらの実績を踏ま
え、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化及び取締役会の監督機能の維持に寄与いただけると判断し、
社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したこと
はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

【独立性に関する事項】
同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立

場の社外取締役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所
に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引続き独立役員とする予定であります。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

５

秋
あ き や ま

山 エリカ
え り か

（1964年12月31日生）

（戸籍上の氏名：望月エリカ）

再任 社外 独立

取締役在任年数
（本総会終結時）

２年

所有する当社株式数
０株

1989年４月 東京女子体育短期大学体育実技助手
2015年４月 東京女子体育大学地域交流センター所長兼東京女子体育

短期大学地域交流センター所長
2015年５月 学校法人藤村学園評議員
2017年４月 東京女子体育大学キャリア支援部長兼東京女子体育短期

大学キャリア支援部長
2019年４月 東京女子体育大学学生部長兼東京女子体育短期大学学生

部長
2020年４月 東京女子体育大学学長補佐兼東京女子体育短期大学学長

補佐
東京女子体育大学常任理事兼評議員兼体育学部体育学科
体育実技教授（現任）

2023年４月 東京女子体育短期大学こどもスポーツ教育学科体育実技
教授（現任）

2024年６月 当社社外取締役（現任）
2026年４月 学校法人藤村学園理事（現任）

（重要な兼職の状況）
東京女子体育大学常任理事兼評議員兼体育学部体育学科体育実技教授
東京女子体育短期大学こどもスポーツ教育学科体育実技教授
学校法人藤村学園理事

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
秋山エリカ氏は、教育者としての豊富な経験に基づいた人材育成・ダイバーシティ・健康スポーツ・リスク

マネジメントに関する高度な専門知識を有しており、取締役会において人的資本経営に関する専門的見地から
的確な助言と監督を行っております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、取締役等の指
名及び報酬の決定過程において客観的かつ中立的な立場から監督する等、当社のコーポレートガバナンスの強
化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化及び取締役会の
監督機能の維持に寄与いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員にな
ること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を
適切に遂行できると判断いたしました。

【独立性に関する事項】
同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立

場の社外取締役候補者であります。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所
に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引続き独立役員とする予定であります。
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候補者
番 号 氏名等 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

６

山
や ま お

尾 百合子
ゆ り こ

（1957年4月11日生）

新任 社外 独立

所有する当社株式数
０株

1978年４月 株式会社ポーラ化粧品本舗（現株式会社ポーラ）入社
1980年４月 株式会社日産観光サービス（現株式会社日産フィナンシ

ャルサービス）入社
1981年４月 株式会社三越（現株式会社三越伊勢丹）入社
1982年１月 個人事業主として独立（広報・販促支援、フリーアナウ

ンサー業務等に従事）
1988年10月 株式会社メイン設立、代表取締役社長
2016年 7 月 株式会社メイン代表取締役会長
2016年12月 株式会社シイエム・シイ執行役員
2020年12月 株式会社メイン代表取締役会長兼社長
2022年12月 株式会社メイン代表取締役会長
2023年９月 府中自動車株式会社社外取締役（現任）
2025年９月 株式会社メイン名誉会長（現任）

（重要な兼職の状況）
府中自動車株式会社社外取締役
株式会社メイン名誉会長

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
山尾百合子氏は、総合人材コーディネーション会社の創業者として組織運営と経営の第一線で実務を担って

きた経験に加え、人材育成やブランディング分野での豊富な講師経験を有しております。その豊富で多彩な経
験と知見は当社の人的資本経営の推進及び社内外コミュニケーションの質的向上に資すると判断しておりま
す。同氏が選任された場合には、独立した立場で取締役会の監督機能強化及び経営への示唆・助言を通じて貢
献いただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

【独立性に関する事項】
同氏は、当社と利害関係のない独立した立場であり、また一般株主との利益相反のおそれのない独立した立

場の社外取締役候補者であります。同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定であります。

（注）１.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負担
しております。各取締役候補者の選任が承認された場合、当社が締結している役員等賠償責任保険の被保険者となります。当
該保険契約の内容の概要等は、事業報告「４．会社役員に関する事項（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載の
とおりであり、次回更新時には同内容で契約を更新する予定であります。
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（ご参考）スキル・マトリックス
本総会において、第３号議案が原案通り承認可決された場合、各取締役及び各監査役が保有している知識・経

験のうち特に期待されるものは以下のとおりであります。
（注）以下のスキル・専門性は、当社が特に期待するものであり、各取締役及び各監査役の有するすべてのスキル・専門性を表すも

のではありません。

氏名 属性
現在の当社に
おける地位
及び担当

当社が特に期待するスキル・専門性（最大４項目）

企業経営 事業戦略 営 業
マーケティング 研究開発 専門技術

品質 財務/会計 人材マネジメント
法務

ガバナンス
リスクマネジメント

サステナビリティ

取
締
役

森 啓一 男性 代表取締役 ○ ○ ○ ○

三浦 宏介 男性
代表取締役
ガバナンス委員会
委員長

○ ○ ○ ○

室井 誠 男性 専務取締役 ○ ○ ○ ○

後藤 亮 男性
常務取締役
サステナビリティ委員会
委員長

○ ○ ○ ○

鈴木 隆博 男性 ○ ○ ○ ○

津嶋 隆博 男性 ○ ○ ○ ○

水野 弥 男性 ○ ○ ○ ○

瀬尾 勘太 男性 社外 独立 報酬諮問委員会
委員長 ○ ○ ○ ○

荒谷真由美 女性 社外 独立
指名諮問委員会
委員長 ○ ○

秋山エリカ 女性 社外 独立 ○ ○ ○ ○

山尾百合子 女性 社外 独立 ○ ○ ○ ○

監
査
役

吉野 充 男性 ○ ○ ○

髙橋 功 男性 ○ ○ ○ ○

松原 陽子 女性 社外 独立 ○ ○

萩原きよみ 女性 社外 独立 ○
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（ご参考）取締役及び監査役に期待するスキルの選定理由
項目 選定理由

企業経営 変化する環境に適応し、更なる発展と成長を図るうえで、経営の改革に向けた専門的な知見や経験が必要になると
考えております。

事業戦略
2026年度より開始した「中期経営計画 27ー29」において、各事業本部の特性と能力を最大限に引き出し、競争
力強化を図るうえで、高度な戦略立案能力に加え、現場の状況に即した実効性の高い仕組みを構築することができ
る専門的な知見・経験が必要になると考えております。

営業
マーケティング

当社が持つ強みを基に他社との差別化を図り、当社の価値を訴求していくことが不可欠であることから、営業・マ
ーケティングに関する豊富な知見や経験が必要になると考えております。

研究開発 「中期経営計画 27ー29」の実現に向けて、より高付加価値の提供につながる技術や開発手法の確立・検証は必要
不可欠であり、その推進には先を見据えた確かな知見や経験が必要になると考えております。

専門技術
品質

顧客からの信頼を維持向上させるにあたり、独立系SIerとしての高い技術力や新たな技術への適応力の高さ、専門技
術及び品質に関する豊富な知見や経験は非常に重要な要素の一つであると考えております。

財務/会計
経営戦略の立案・経営計画の実現及び資本コストや株価を意識した経営の推進を図るうえで、当社の資本効率性の
改善は欠かせない要素の一つとなります。これら財務戦略を立案し、実行に移すためには専門的な知見や経験が必
要になると考えております。

人材マネジメント
当社がマテリアリティとして特定した「D＆I 」「人材育成・定着」「研修と教育」「労働安全衛生・労働慣行」等、
企業価値向上に重要な人材戦略を推進していくためには、人的資本経営に関する確かな知見や経験が必要になると
考えております。

法務
ガバナンス

リスクマネジメント

当社の経営理念の実現に向け、事業規模の拡大が見込まれます。その際に生じる各種リスクの予防（特定・対策）
や対処（原因究明・再発防止策）には高度な専門的知見や経験が必要になると考えております。

サステナビリティ 当社が掲げるサステナビリティ基本方針に基づき、企業価値と社会価値の両立を図るうえで、非財務領域における
最新の動向や専門的な知見・経験が必要になると考えております。
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第４号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役５名（社外取締役を除く）に対し、総額40百万円を支給することと

いたしたく存じます。
当社における取締役賞与は業績連動報酬としており、上記報酬総額は当社における「取締

役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に基づき、業績指標の達成度合いに応じて算出
されているため相当であります。
なお、各取締役に対する支給金額、支給時期、支払等については、取締役会にご一任いた

だきたく存じます。
（注）当社における「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」は、事業報告「４.会社役員に関する事項（４）取締役及び監査

役の報酬等に関する事項」に記載のとおりです。
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第５号議案 取締役報酬限度額改定の件
１．改定の理由

当社の取締役報酬は、月例の固定報酬である「基本報酬」、短期の業績連動報酬である
「取締役賞与」及び非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。

基本報酬につきましては、2000年６月29日開催の第24期定時株主総会において、月額
30百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）とご承認いただき、取締役
賞与につきましては、毎年株主総会において支給総額のご承認をいただく運用を継続してま
いりました。また、譲渡制限付株式報酬につきましては、2020年６月29日開催の第44期
定時株主総会において、上記金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して付与する株式の数
を年26千株以内、報酬総額を年額20百万円以内とご承認いただいております。
この度、業績に連動する報酬の比率を高めることで、中長期的な企業価値の向上を図ると

共に、株主の皆さまとのより一層の価値共有を進めるためのインセンティブを強化すること
を目的として、報酬制度の更なる適正化を図ることといたしました。
本議案は、これに伴い、現行の「月額」による報酬限度額設定及び「取締役賞与」をその

都度諮る運用を廃止し、基本報酬及び取締役賞与を合算した「金銭報酬」の限度額を「年額
430百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）」に改定することにつき、ご承認をお願
いするものであります。

２．報酬額改定の内容
取締役の金銭報酬（基本報酬及び取締役賞与の合計額）の限度額を、年額430百万円以内

（うち社外取締役分30百万円以内）と改定いたします。
本件は、報酬構成割合の変更に伴うものであり、標準的な業績目標達成時における取締役

一人当たりの年間報酬総額については、改定前後で実質的な増減はございません。なお、従
来通り、使用人兼務取締役の使用人分給与は本報酬額に含めないものといたします。
また、社外取締役については、経営の監督機能を担う独立した立場を堅持するため、業績

連動報酬（取締役賞与及び株式報酬）の支給対象外とし、基本報酬（固定報酬）のみを支給
いたします。

３．本議案の相当性について
本報酬制度の改定及び本議案の内容は、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半

数を独立社外取締役で構成する任意の「報酬諮問委員会」において審議され、その答申内容
を踏まえて決定されたものです。
また、当社取締役会は2026年５月15日開催の会議において、本議案及び第６号議案（取

締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件）が本株主総会で承認可決されるこ
とを条件として、「取締役の報酬等の内容に関する決定方針」を変更することを決議してお
ります。本議案は、当該変更後の方針（本招集通知24頁に記載の案をご参照）に従って支
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給される報酬額を管理するための適切な限度額設定であることから、相当であると判断して
おります。
現在の取締役の員数は８名（うち社外取締役３名）ですが、第３号議案「取締役６名選任

の件」が原案通り承認可決された場合、取締役の員数は11名（うち社外取締役４名）とな
ります。

（参考）
当社取締役（社外取締役を除く）の報酬の種類は、金銭報酬（基本報酬、賞与（短期イン

センティブ））及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬（長期インセンティブ））で構成され、
種類別の割合については、中長期的な企業価値向上へのインセンティブとして機能させる観
点から、標準的な業績目標を達成した場合のモデルとして、以下の割合を基準として設定い
たします。なお、変動報酬とは、賞与及び譲渡制限付株式報酬を指しております。
・基本報酬：変動報酬の割合を、概ね７：３といたします。
・賞与：譲渡制限付株式報酬の割合を、概ね６：４といたします。
※上記割合は、標準的な業績目標達成時における構成割合の目安であり、業績の変動や役員構成の変化等により、実

際の構成割合は変動する場合があります。
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第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件
当社は、2020年６月29日開催の第44期定時株主総会（以下「当初株主総会」といいま

す）において、取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に対して、
譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること、譲渡制限付株式付与のために支給する金
銭報酬の総額を年額20百万円以内、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通
株式の総数を年間26千株以内とすること、株式の交付に際して、対象取締役は、当社から
支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行
又は処分を受けるものとすること等につき、ご承認をいただいております。
今般、当社の経営理念や経営戦略の実現に向けて、対象取締役がより高いモチベーション

を保持することができる報酬水準とし、対象取締役による当社の中長期的な企業価値の向上
を図るより一層のインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆さまとの一層の価
値共有を進めることを目的として第５号議案「取締役報酬限度額改定の件」の金銭報酬枠と
は別枠で、本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を
年間35.5千株以内（ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割（株式
無償割当てを含みます。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整される
ものといたします。）、その金額を年額50百万円以内とし、株式の交付は、金銭の払込み若
しくは現物出資財産の給付を要せずに、又は、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金
銭報酬債権を現物出資させることにより行うこととすることにつき、ご承認をお願いいたし
ます。
本議案は、当社の経営理念や経営戦略の実現に向けて、対象取締役がより高いモチベーシ

ョンを保持することができる報酬水準とし、対象取締役による当社の中長期的な企業価値の
向上を図るより一層のインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆さまとの一層
の価値共有を進めることを目的としたものです。当社は、2026年５月15日開催の取締役会
において「取締役の報酬等の内容に関する決定方針」を改定しており、その概要は本招集通
知24頁に記載のとおりでありますが、本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は当該方針に
沿う必要かつ合理的な内容となっております。また、本議案に係る本制度に基づき１年間に
発行又は処分される株式数の上限が発行済株式総数（2026年３月31日時点）に占める割合
は約0.2％であり、その希薄化率は軽微です。
そのため、本議案の内容は相当なものであると判断しております。
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現在の対象取締役は５名であり、第３号議案が原案通り承認可決されますと、対象取締役
は７名となります。
上記の点以外は、当初株主総会においてご承認いただいた内容に変更はありません。
なお、譲渡制限付株式報酬としての当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と

対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます）を締結いた
しますが、本割当契約の概要は以下のとおりです。

（１）対象取締役は、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」と
いう）について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の
取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間（以下「譲渡制限期間」とい
う）、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という）。

（２）対象取締役が当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という）が満了する
前に上記（１）に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認
める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記（１）に定める地位にあった
ことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって
譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記（２）に定める当社の取締役会が正
当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記（１）に定める地位を退任又
は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調
整するものとする。

（４）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（３）の定めに基づき譲渡制限が解
除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合
併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に
関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による
承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締
役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を
踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立
ち、譲渡制限を解除する。

（６）上記（５）に規定する場合においては、当社は、上記（５）の定めに基づき譲渡制限が
解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
償で取得する。

（７）本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で
定める事項を本割当契約の内容とする。
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（ご参考）当社の新たな取締役の報酬等の内容に関する決定方針

本総会において、第５号議案及び第６号議案が原案通り承認可決された場合、新たな取締役の報酬等の内容に
関する決定方針は、以下のとおりです。

１．基本方針
当社の取締役（社外取締役を除く）報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、中長期的な業績向上への貢

献意欲を高めることを目的とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針とする。
報酬の種類は、金銭報酬（基本報酬としての性質を有する「固定報酬」及び短期の業績連動報酬としての性質

を有する「取締役賞与」）、非金銭報酬（中長期的なインセンティブとしての性質を有する「譲渡制限付株式報
酬」）により構成する。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、高い独立性確保の観点
から、業績との連動は行わず、固定報酬のみを支払うこととする。
また、取締役の報酬等の内容を決定する際は、金銭報酬、非金銭報酬共に株主総会の決議により決定した取締

役報酬等の総額の範囲内とし、報酬決定の透明性や公正性を確保するため、その原案を報酬諮問委員会へ諮問す
るものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで最終的に決定するものとする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務内容、在任年数等を考慮して決定するものと

する。
また、基本報酬額は、外部専門機関の調査を活用し、業種・規模等の要件に基づき設定したグループの水準

を参考とし、必要に応じて見直しを図るものとする。

３．業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
（１）業績連動報酬等は、各事業年度の業績に対する達成率を基準に算定し、金銭（取締役賞与）として毎年７
月に一括支給するものとする。
①取締役賞与の報酬総額（原資）の算定方法
業績指標として営業利益を採用し、各事業年度に設定する計画値に対する達成率に基づき、予め定める算出

基準（達成率100％の場合は100％、達成率70％未満の場合は不支給、達成率160％以上の場合は160％と、
達成率に応じ基準額の70％から160％の範囲で変動するものとする。）に従って報酬総額（原資）を算定する。
②取締役賞与の個人別支給額の決定方法
個人別の支給額は、上記算定結果を基礎とし、財務指標（売上高、営業利益率）及び職務範囲に応じて設定

される非財務指標の目標達成率に基づき、所定の計算式を用いた個人別の貢献度評価（加減算）を行い、決定
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する。なお、業績連動報酬等（取締役賞与）の上限は、基本報酬（固定報酬）と合わせて株主総会で承認され
た金銭報酬限度額の範囲内とする。
（２）非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との価値
共有を図るため譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、毎年１回、取締役会決議を経て対象者
に対して当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を付与するものとする。

当該株式においては、株主総会決議に基づき、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地
位を退任又は退職する日までの期間について譲渡制限を設けることとし、対象者に対して付与することが出来
る株式の数は年35.5千株以内、そのために会社が支給する報酬の総額は年額50百万円以内とする。対象者は、
取締役会決議に基づき、本株式にかかる金銭報酬債権の全部を現物出資し、又は取締役の報酬として金銭若し
くは現物出資財産の給付を要せずに、本株式の発行又は処分を受けるものとする。なお、金銭報酬債権の現物
出資の方法による場合には、その１株当たりの払込金額は、本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とな
らない範囲において取締役会において決定する金額とする。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
定に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く）報酬における種類別の割合については、中長期的な企業価値向上へのイン
センティブとして機能させる観点から、標準的な業績目標を達成した場合のモデルとして、以下の割合を基準と
して設定するものとする。
・報酬全体のうち、固定報酬：変動報酬（取締役賞与、譲渡制限付株式報酬）の割合を概ね７：３とする。
・変動報酬のうち、取締役賞与：譲渡制限付株式報酬の割合を概ね６：４とする。
なお、業績連動報酬等（取締役賞与）及び非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）については、各事業年度の業

績達成度及び個人評価の判定結果並びに役員の就任時期や職位に応じた職務内容の変動等により、実際の支給額
の割合は上記基準と異なる場合がある。
また、いずれの場合においても、報酬の合計額は株主総会で決議された金銭報酬限度額及び非金銭報酬限度額

の範囲内とする。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額の配分については、株主総会において承認された総額の範囲内において、報酬諮問委

員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえでその決議に基づき決定するこ
ととする。

以上
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１ 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、景気が緩やかに回復しております。
また、世界経済は持直しておりますが、欧米における高金利水準の継続や中東地域をめぐる情勢のほか、

アメリカの政策動向による影響や金融資本市場の変動等による下振れリスクの高まりにも注意する必要があ
ります。
情報サービス業界におけるソフトウェア投資が増加する中、産業を問わずクラウド化・仮想化・内製化へ

とシフトしており、AI・ロボティクス・IoT等のIT活用、情報セキュリティの重要性が刻々と増しています。
また、人材の獲得競争・人員の流動化・賃金上昇が一層進む中、各種先端技術・プロジェクト管理を担う人
材の増強やIT内製化への順応は業界発展の要となっています。
このような状況の中、当社は、「中期経営計画 24-26」で掲げた「発展・利益・還元サイクルの強化」

のために実施した各種施策により全指標において目標を達成いたしました。また、自己株式の取得では決議
した予定株数を取得する等「資本コストを意識した経営の実現に向けた対応」を進めております。
業績面では、人的資本への投資を進めたうえで、一次請け比率の向上・価格転嫁・案件管理・業務効率化

等により着実に利益を生み出し、増収増益となりました。
この結果、当事業年度の業績は、売上高35,698百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益3,036百万円

（前年同期比39.8％増）、経常利益3,068百万円（前年同期比41.7％増）、当期純利益2,333百万円（前年同
期比48.9％増）となり、売上高・各利益共に過去最高を更新しました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

（公共関連事業）
主に最終ユーザーが官公庁及び地方自治体となるマイナンバー関連システム、財務システム、貿易システ

ム、航空管制システム、自動車関連システム、社会保険・健康保険・年金に関するシステム等、社会インフ
ラのシステム実現に向けた提案・設計・製造・試験からシステム稼働後の運用・保守に至るまで、総合的な
技術支援を行っております。
当セグメントにおきましては、既存案件の拡充と徹底したプロジェクト管理、単価交渉が奏功しました。
その結果、売上高は10,875百万円（前年同期比9.0％増）、セグメント利益（営業利益）は1,922百万円

（前年同期比20.6％増）となりました。
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（エンタープライズ事業）
主に法人企業の基幹業務システム・Webアプリケーション・クラウドアプリケーションの開発、ネット

ワークインフラ設計・構築、RPAソリューション、付随する運用・保守、ICTに係るコンサルティングを行
っております。
当セグメントにおきましては、提案力強化と体制拡充により、ERPとインフラが業績向上に貢献しました。
その結果、売上高は10,899百万円（前年同期比21.6％増）、セグメント利益（営業利益）は1,433百万円

（前年同期比40.0％増）となりました。

（広域ソリューション事業）
主に東京・名古屋・大阪地域における、通信制御・組込み・法人企業及び行政機関向けの各システム開

発、AIソリューション、付随する運用・保守、ICTに係るコンサルティングを行っております。
当セグメントにおきましては、収益性の高い案件へのシフト、安定した案件管理、価格転嫁等により成長

しました。
その結果、売上高は5,781百万円（前年同期比3.7％増）、セグメント利益（営業利益）は782百万円（前

年同期比33.5％増）となりました。

（イノベーション事業）
主に法人企業向けのインフラ設計・構築、メインフレーム業務、システム開発、付随する運用・保守、

IoT及び情報セキュリティ分野における自社製品の製造・ソリューション提供を行っております。
当セグメントにおきましては、インフラ案件がけん引し、利益率重視の一次請け開発案件も順調に進

捗しました。
その結果、売上高は8,142百万円（前年同期比1.3％増）、セグメント利益（営業利益）は1,121百万

円（前年同期比14.7％増）となりました。
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受注売上の状況は以下のとおりであります。

① 受注実績

セグメントの名称

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)
公共関連事業 10,690,455 2,418,074 11,190,483 2,733,126
エンタープライズ事業 9,149,676 2,770,568 12,767,697 4,638,888
広域ソリューション事業 5,747,029 1,121,358 5,832,183 1,172,467
イノベーション事業 8,102,309 1,453,709 8,095,651 1,406,410

合計 33,689,470 7,763,711 37,886,015 9,950,892

② 売上実績

セグメントの名称

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)
公共関連事業 9,975,512 30.6 10,875,431 30.5
エンタープライズ事業 8,964,166 27.6 10,899,377 30.5
広域ソリューション事業 5,574,647 17.1 5,781,075 16.2
イノベーション事業 8,040,682 24.7 8,142,949 22.8

合計 32,555,008 100.0 35,698,834 100.0
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（2）対処すべき課題
デジタル技術の進展、とりわけAI台頭に伴い、IT利活用の普及・拡大が加速度的に進展し、企業や生活者

とITとの関わり方はより一層の多様化が進むことが予想されます。また、インフレ圧力の上昇やIT人材の獲
得競争の激化に伴い、人件費・外注費・仕入原価等が持続的に高まる可能性があります。
当社は、前中期経営計画を成功裏に終え、事業基盤はより強固なものとなりました。2027年３月期より

始動した「中期経営計画 27-29」では、ビジョンに「デジタル革新で顧客の変革を支える戦略パートナ
ー」を掲げました。前中期経営計画で推進した収益性向上のステージから、システムインテグレーターの枠
を超えた「非連続な成長」のステージに舵を切ります。「業界の中核企業となるための第一歩」を踏み出し、
企業価値の向上に努めてまいります。
これらを実現するため、当社は以下の課題に重点的に取組んでまいります。

① AIと実践知を融合した「知能集約型」へのシフト
当社の成長コアは「短納期化と高品質化の両立」と捉えております。そのため、先端技術・マネジメント

手法の活用はもとより、AIを業務プロセス及びサービス提供の双方に取入れ、生産性と品質の向上を図って
まいります。
当社は、従業員をかけがえのない経営資源としております。社員一人ひとりがITの良き使い手・担い手と

して、多様な現場で長年培った膨大な実践知を以て顧客の変革を支えることが、AI時代にこそ真価を発揮す
る競争優位性の確立に繋がるものと捉えております。「労働集約型」から「知能集約型」へのシフトを加速
させ、収益を最大化する重層的な成長モデルへの転換も必要となります。
具体的には、先端IT人材、プロジェクトマネージャー、コンサルタント等の専門人材の確保及び育成を最

重要課題と位置付け、個々のキャリアに応じた能力開発支援を強化いたします。また、やりがいを実感でき
る報酬体系の実現や健康経営の推進を通じ、社員のエンゲージメントを高める等、個の力が最大限に発揮さ
れる強固な組織基盤・形式知を構築いたします。

② 成長投資による非連続な成長
当社は、提供サービスの高度化と効率化・コンサルティング事業の強化・ソリューションの研究開発等を

重要な成長投資領域に位置付けております。また、自律的な成長に加えて、M&Aによるインオーガニック
な規模拡大にも積極的に取組むことで収益基盤を拡充すると共に、特定の市場環境に左右されない多様な収
益源の確保にも努めてまいります。

③ 資本コストを意識した経営と株主還元の高度化
当社は、資本コストを上回る資本収益性の維持・向上を重要な経営課題と認識しております。ROE（資

本効率）の継続的な向上を重視し、事業の成長ステージとリスク許容度を踏まえた最適な資本構成を追求し
てまいります。
キャッシュアロケーションについては、成長投資、財務健全性及び株主還元のバランスを重視いたしま

す。成長領域への85億円規模の戦略投資を実行する一方、配当性向40％以上を基準とした利益還元及び自
己株式の取得を機動的に実施し、35億円規模の株主還元を目指してまいります。
更に、戦略的なIR活動による情報の非対称性の是正、認知度向上により、市場からの期待成長率を高め、
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資本市場からの信頼を盤石なものにしてまいります。

これらの取組みによって、より強固な顧客基盤を拡大し、より盤石な経営体制を整え、将来にわたり安
全・安心な社会作りに貢献してまいります。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）設備投資の状況
重要な設備投資はありません。

（5）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（6）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（7）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（8）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
重要な該当事項はありません。

（9）その他株式会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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（10）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分
第47期

(2023年３月期)
第48期

(2024年３月期)
第49期

(2025年３月期)
第50期（当期）
(2026年３月期)

売 上 高（千円） 29,124,032 31,509,959 32,555,008 35,698,834
経 常 利 益（千円） 1,911,499 1,971,943 2,164,822 3,068,307
当 期 純 利 益（千円） 1,390,716 1,406,501 1,566,852 2,333,186
１株当たり当期純利益 （円） 92.18 93.13 103.67 155.63
総 資 産（千円） 20,417,191 20,989,592 20,893,035 23,821,804
純 資 産（千円） 12,814,124 13,416,650 14,047,384 15,382,079

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
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（11）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

（12）主要な事業内容 （2026年３月31日現在）
① 通信・公共分野でのシステムインテグレーション事業
② システムの根幹を支えるITサービス事業
③ 情報化社会の健全化を担う情報セキュリティ事業

（13）主要な拠点等 （2026年３月31日現在）
本 社・・・・・・・・・・・東京都品川区
大阪支社・・・・・・・・・・・大阪府大阪市中央区
名古屋オフィス・・・・・・・・愛知県名古屋市中区

（14）従業員の状況 （2026年３月31日現在）
セグメントの名称 従業員数（名）

公共関連事業 458
エンタープライズ事業 332
広域ソリューション事業 290
イノベーション事業 250
全社（共通） 104

合計 1,434
（注）1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

2.全社（共通）は、総務、人事及び経理等の管理部門の従業員であります。



33

（15）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 額

千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,040,042

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 400,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 259,970

株 式 会 社 横 浜 銀 行 209,700

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 93,625

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 36,000



株式分布状況（自己株式を除く）

その他国内法人
13.41%
56名　1,963,619株

証券会社
2.53%
30名
370,348株

外国人
10.73%
87名　1,572,283株

政府及び地方公共団体
0.01%

個人・その他
50.09%
7,903名
7,337,548株

金融機関
23.23%

1名　2,000株

14名　3,402,682株
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２ 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 36,000,000株

（2）発行済株式の総数 16,292,942株
（自己株式1,644,462株を含む）

（3）株主総数 8,092名

（4）単元株式数 100株

（5）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,469,900 10.03

株式会社FRONTEO 900,000 6.14

フォーカスシステムズ社員持株会 703,200 4.80

野村信託銀行株式会社（投信口） 664,982 4.53

BBH FOR FIDELITY LOW−PRICED STOCK FUND 379,737 2.59

畑山 芳文 369,200 2.52

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 360,100 2.45

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT
OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 319,000 2.17

森 啓一 272,800 1.86

岩崎 泰次 263,000 1.79
（注）当社は自己株式1,644,462株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

また、持株比率は自己株式を除外して計算しております。
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（6）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、2025年８月14日付で、取締役５名（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬として当

社普通株式10,000株の自己株式を交付しております。

（7）その他株式に関する重要な事項
当社は、資本効率の向上及び株主還元の拡充を図るため、2025年12月15日の取締役会において自己株

式の取得を決議し、普通株式480,000株を総額889,417,000円で取得しています。

３ 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 森 啓 一 公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長

代表取締役副社長 三 浦 宏 介

専 務 取 締 役 室 井 誠 執行役員（デジタルビジネス事業本部管掌／公共金融事業本
部、公共法人事業本部担当）

常 務 取 締 役 後 藤 亮
執行役員（コーポレートマネジメント本部、HR・DX推進本
部管掌／内部監査室担当）
株式会社フォーカスインキュベート監査役

取 締 役 鈴 木 隆 博

執行役員（ITイノベーション事業本部管掌／ITソリューショ
ン事業本部担当）
経営企画室長
株式会社フォーカスインキュベート取締役

取 締 役 瀬 尾 勘 太 瀬尾勘太税理士事務所所長

取 締 役 荒 谷 真由美 弁護士法人一番町綜合法律事務所弁護士

取 締 役 秋 山 エリカ
東京女子体育大学常任理事兼評議員
東京女子体育大学体育学部体育学科体育実技教授
東京女子体育短期大学こどもスポーツ教育学科体育実技教授

常 勤 監 査 役 吉 野 充

常 勤 監 査 役 髙 橋 功

監 査 役 松 原 陽 子 松原陽子税理士事務所所長

監 査 役 萩 原 きよみ 萩原きよみ税理士事務所所長
（注）1.2025年６月27日開催の第49期定時株主総会において、萩原きよみ氏は監査役に新たに選任され、就任しております。

2.取締役瀬尾勘太氏、荒谷真由美氏及び秋山エリカ氏は、社外取締役であります。
3.監査役松原陽子氏及び萩原きよみ氏は、社外監査役であります。
4.取締役瀬尾勘太氏、荒谷真由美氏、秋山エリカ氏及び監査役松原陽子氏、萩原きよみ氏につきましては、東京証券取引所の定
める独立役員に指定し、届け出ております。

5.監査役松原陽子氏及び萩原きよみ氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6.監査役髙橋功氏は、金融機関における経験及び内部監査室長としての経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、被保険者を当社取締役及び当社監査役とする役員等賠償責任保険契約を締結

し、当社が保険料を全額負担しております。当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要は次のとおりであり
ます。
① 補償地域及び保険期間

補償地域は日本国内、保険期間は2025年10月から2026年10月までの１年間であります。
② 補償対象及び免責事項

会社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主又は第三者から
損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償対
象としております。現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状
況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としており
ます。また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当社の採用する
役員等賠償責任保険契約では、公序良俗に反する以下の行為を免責としております。
1）役員が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
2）役員の犯罪行為又は役員が違法であることを認識しながら行った行為
3）役員に報酬又は賞与等が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
4）役員が行ったインサイダー取引に起因する損害賠償請求
5）違法な利益の供与に起因する損害賠償請求

（4）取締役及び監査役の報酬等に関する事項
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

当期における当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、社外取締役を委員長とす
る報酬諮問委員会での審議を経て2021年10月25日の取締役会で決定しております。その概要は以下
のとおりです。
1）基本方針

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、中長期的な
業績向上への貢献意欲を高めることを目的とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、基本報酬としての取締役報酬のほか、短期の業績連動報酬としての取締役賞与及び

中長期的なインセンティブとしての意義を持つ譲渡制限付株式報酬により構成しております。また、
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、高い独立性確保の観点から、業績との連
動は行わず、基本報酬のみを支払うこととしております。
なお、取締役の報酬等の内容を決定する際は、その透明性や公正性を高めるため、その原案を報

酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで最終的
に決定するものとしております。
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2）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、2000年６月29日開催の当社第24期定時株主総会においてご承認い

ただいた報酬の限度額（月額30百万円（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない））の範囲内
で、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度並びに当社の業績等を考慮し、取締役会の決議にお
いて決定しております。

3）業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
（ア）業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（中期経営

計画に基づく各事業年度の営業利益の目標値）に対する達成度合いに応じて算出された額（総
額）を取締役賞与として毎年株主総会に上程しております。また、各取締役への配分額に関して
は、株主総会でご承認いただいた範囲内で、各取締役の業績に対する貢献度に基づき取締役会決
議によって決定のうえ、毎年７月に支給しております。
・業績指標として営業利益を選定した理由

技術革新や市場環境の変化に柔軟に対応しつつ、当社事業における収益性向上による利益拡
大の成果を客観的に評価するうえで透明性の高い指標と成りうることから中期経営計画におい
て定めた目標を業績指標として採用しております。なお、当事業年度の営業利益に関しては事
業報告「１．会社の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりです。

（イ）非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株
主の皆さまとの価値共有を図るため譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、毎
年１回、取締役会決議を経て対象者に対して当社の普通株式による譲渡制限付株式を付与してお
ります。当該株式においては、2020年６月29日開催の当社第44期定時株主総会においてご承認
いただいた内容に基づき、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任
又は退職する日までの期間について譲渡制限を設けることとし、対象取締役に対して付与するこ
とができる株式の数は年26千株以内、そのために会社が支給する報酬の総額は年額20百万円以
内としております。対象取締役は、取締役会決議に基づき、本株式にかかる金銭報酬債権の全部
を現物出資し、本株式の発行又は処分を受けるものとし、その１株当たりの払込金額は、本株式
を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定しておりま
す。

4）金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
当社の取締役（社外取締役を除く）報酬における種類別の割合については、当社の事業の状況並

びに中長期的な業績向上に向けた各種施策を果断に実行し続けられる水準を維持する観点から明確
な定めは設定しておりません。

5）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額の配分については、株主総会において承認された総額の範囲内において、

報酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえでその
決議に基づき決定するものとしております。
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② 取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分 報酬等の
総額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（内、社外取締役）

275,101
（19,500）

221,124
（19,500）

40,000
（−）

13,977
（−）

９
（４）

監査役
（内、社外監査役）

22,520
（7,200）

22,520
（7,200）

−
（−）

−
（−）

５
（３）

（注）1.2000年６月29日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額30百万円以内、監査役の報酬限度額は月
額４百万円以内と決議いただいております。なお、第24期定時株主総会終結時点での取締役の員数は７名、監査役の員数は３
名であります。また、2020年６月29日開催の第44期定時株主総会において、上記とは別枠で、取締役に対する譲渡制限付株
式支給に係る報酬総額を年額20百万円以内（発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年26千株以内）とし、各対象取締
役への具体的な配分については取締役会において決定することを決議いただいております。なお、第44期定時株主総会終結時
点での取締役（社外取締役を除く）の員数は５名です。

2.非金銭報酬等は、当事業年度における譲渡制限付株式報酬の費用計上額を記載しております。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的検

討を行った結果、決定方針に沿うものであると判断しております。

（5）その他会社役員に関する重要な事項
該当事項はありません。

（6）社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外役員の重要な兼職の状況は「４．会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の氏名等」に記
載のとおりです。当社と各社外役員が兼職している他の法人等との間には特別な関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 出席回数 活動状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 瀬 尾 勘 太

［取締役会］
25／25回

［指名諮問委員会］
７／７回

［報酬諮問委員会］
５／５回

税理士として培ってきた会計・税務・財務に関する高度な
専門知識と経験を活かし、適切な監督機能を果たすことを
期待しており、独立した立場と知識・経験に基づく客観的
な視点で議案審議等で発言を行う等、重要な役割を果たし
ております。
なお、同氏は報酬諮問委員会の委員長を務めております。

取 締 役 荒 谷 真由美

［取締役会］
25／25回

［指名諮問委員会］
７／７回

［報酬諮問委員会］
５／５回

弁護士として培ってきたコンプライアンス・リスクマネジ
メント・労務・ダイバーシティ等の専門的な知見・経験等
を活かし、適切な監督機能を果たすことを期待しており、
独立した立場と知識・経験に基づく客観的な視点で議案審
議等で発言を行う等、重要な役割を果たしております。
なお、同氏は指名諮問委員会の委員長を務めております。

取 締 役 秋 山 エリカ

［取締役会］
23／25回

［指名諮問委員会］
４／５回

［報酬諮問委員会］
３／３回

教育現場で培ってきた人材育成・ダイバーシティ・リスク
マネジメント等の知見・経験を活かし、客観的な視点で適
切な監督機能を果たすことを期待しており、独立した立場
と知識・経験に基づく客観的な視点で議案審議等で発言を
行う等、重要な役割を果たしております。

監 査 役 松 原 陽 子
［取締役会］
25／25回

［監査役会］
21／22回

税理士として培ってきた会計・税務・財務の深い知識と経
験を活かし、独立した立場から議案審議等に必要な発言を
適宜行っております。

監 査 役 萩 原 きよみ
［取締役会］
19／19回

［監査役会］
16／16回

就任後に開催された当事業年度開催の取締役会、監査役会
すべてに出席し、独立した客観的視点から、税理士として
の専門知識と豊富な実務経験を活かし、議案審議等におい
て的確な発言を適宜行っております。

（注）社外取締役秋山エリカ氏の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会出席回数につきましては、2025年７月14日開催の取締役会に
おける選任後の状況を記載しております。



41

５ 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人としての報酬等
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬

32,500千円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

32,500千円

（注）1.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画
の内容、過年度における職務執行状況や監査時間、報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法
第399条第１項の同意を行っております。

2.当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分して
おりませんので、上記金額は合計額で記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断される場合や、会社法、公認会計

士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの行政処分を受けた場合には、監査役会は監査役全員の同
意により会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会の選定した監査役が、解任後最初の
株主総会において、解任の旨及びその理由を説明いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行す

るのに十分かどうか等、監査実施の有効性及び効率性をもって、再任･不再任を判断いたします。
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６ 会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

当社が定める内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1）当社は、法令をはじめ、「文書管理規程」「情報セキュリティ実施マニュアル」その他社内規程に基
づき、情報の保存・管理を行う。

2）代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する全社的な統括を行う責任者を取
締役より任命する。

3）統括責任者は、取締役の職務執行に係る情報を社内規程に基づいて記録として保存・保管する。
4）保管される記録は、随時、取締役、監査役、会計監査人が閲覧可能な検索性の高い状況で保存・保

管する。
5）情報セキュリティ基本方針、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）に倣い、情報の保存・管理・伝達に適切な体制を構築する。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）企業の目的並びに事業の目的に多大な影響を与える可能性のある事象(リスク)を以下のように区分

し、管理体制を構築する。
財務報告リスク、品質リスク、情報セキュリティリスク、労務リスク、法的リスク、環境リスク、
事業継続リスク、人的資源リスク、財務リスク

2）「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクマネジメントシステムを指揮するため、リスク管理委
員会を組織し、財務リスクに対する評価を行い、リスクの回避・低減させる対応を取る。

3）使用人による情報漏洩による不正行為抑制のため、「秘密管理規程」、「懲罰規程」を定め、更に社内
規程遵守誓約書の自署提出を求める。

4）デジタル情報に関するリスク管理は、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築し、かつ
社内研修の実施により抑止力機能を持たせる。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1）当社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締

役の業務執行状況の監督等を行う。
2）全取締役は、当社業務をそれぞれ所管し、適切に進捗状況を確認し、業務執行に関する効率化を図

る。
3）業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な

目標を設定する。
4）各部門は、その目標達成に向けて具体的な施策を立案し実行する。
5）効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により必要な職務の範囲及び権限を明

確にする。
6）環境変化に対応するため、機動的な組織変更を実施する。
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④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1）法令及び定款に適合すべく社内規程の見直しを随時行い、必要に応じ社内教育を実施し、使用人に

よる業務執行に対する意識を高める。
2）「取締役会規程」、「監査役会規程」、「執行役員規程」、「社員就業規程」において、業務の適正な執行

に対する体制を定義する。
3）法令遵守体制を堅持するために、使用人は、社内規程遵守誓約書に署名捺印をもって提出するもの

とする。
4）コンプライアンス通報制度を構築し、法令及び定款遵守の推進については、役員及び社員等が、そ

れぞれの立場で自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
5）内部監査体制を構築し、業務執行の適法性を監査する。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

（ア）「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する業務を所管する取締役（所管取締役）が担
当する。

（イ）所管取締役は、必要に応じて関係会社に対し書類等の提出を求め、関係会社の経営内容の把
握に努める。

2）子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
（ア）「経理規程」に則った経理処理を求め、月次での報告を受ける。
（イ）関係会社は「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクへの対策実施状況及び有効性をリ

スク管理委員会にて説明し、その評価を行う。
3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ア）関係会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、相互信頼による共存共栄を基本とする。
（イ）重要案件については、取締役会の事前協議を行う。

4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）企業集団の事業に関して所管する取締役を置くと共に、子会社に対して法令遵守体制を構築

する権限と責任を与える。
（イ）子会社が構築する法令遵守体制について、当社管理部門がこれを横断的に推進し管理する。
（ウ）（イ）の管理において監査を実施する場合には、当社の「内部監査規程」を準用する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の社員とする。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の社員に対する人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役の事前の同意を得るも

のとする。
⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人に対して監査役は、監査業務に必要な指揮命令権を有する。
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⑨ 監査役への報告に関する体制
1）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

（ア）取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程
に従い、直ちに監査役に報告する。

（イ）認識するリスクに対して内部監査室による内部監査を行い、内部監査室は、その結果を監査
役会に報告する。

（ウ）財務報告については、監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査
役会に報告する。

（エ）使用人による内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会からリス
ク管理委員会に報告する。

2）子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者に相当する者から報告を受けた者が監査役に報告する
ための体制
（ア）子会社の担当取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ち

に監査役に報告する。
（イ）子会社の財務報告については、子会社の担当部門からの報告により監視部門であるリスク管

理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
（ウ）内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会よりリスク管理委員会

に報告する。
⑩ 監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制
1）「コンプライアンス通報規程」に準じ、当該報告をした者に対し、解雇その他いかなる不利益取扱い

の禁止のほか、職場環境等が悪化することのないような措置を講ずる。
2）子会社の使用人に関しても、1）の扱いと同様に、不利益取扱い等に対する保護を行う。

⑪ 監査役の職務について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1）監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
2）緊急又は臨時の支出が必要となった費用の前払い及び支出した費用の償還を会社に請求することが

できる。
3）監査費用の支出については、効率性及び適正性に留意する。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1）監査役の実効性を確保するため、「監査役監査基準」、「内部監査規程」を制定する。
2）監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する。
3）会社の重要な会議に出席すると共に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、

必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
4）三様監査（内部監査、監査役監査及び会計監査人監査）の意義・目的を十分理解し、三様監査間の

連携及び相互補完を図る。

上記内容は、当事業年度末日現在で記載しております。なお、2026年４月１日に更なる体制の整備や強
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化を図ることを目的とし、上記②を、次のとおり一部改正しております。(下線は改正部分であります。)

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）企業の目的並びに事業の目的に多大な影響を与える可能性のある事象(リスク)を以下のように区分

し、管理体制を構築する。
財務報告リスク、品質リスク、情報セキュリティリスク、労務リスク、法的リスク、環境リスク、
事業継続リスク、人的資源リスク、財務リスク、社会リスク、ガバナンスリスク

（中略）
5）環境リスク、社会リスク、ガバナンスリスクに関してはサステナビリティ委員会がリスクの評価・

分析を実施し、その結果をリスク管理委員会に報告する。
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（2）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え及びその整備状況
① 当社は、政府方針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、その社会

的責任を強く認識すると共に、反社会的勢力による経営活動への関与や、当該勢力による被害を防止
し、コンプライアンス経営を徹底するため以下の基本方針を定めます。
1）反社会的勢力による不当要求に対しては、対応する役職員の安全を確保するため、組織として対応

します。
2）反社会的勢力への対応に際し、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専

門機関との連携強化を図ります。
3）反社会的勢力とは、取引関係はもとより、一切の関係を遮断します。
4）反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶し、民事・刑事の両方面より法的対応を

行います。
5）反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であって

も、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は行いません。
② 反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、社員就業規程

に反社会的勢力との関わりについて定め、組織全体で取組んでいます。
1）対応部署及び不当要求防止責任者の設置状況

総務部を対応部署とし、不当要求防止責任者を中心に、事案ごとに関係部署と協議し、対応するこ
ととしています。

2）外部の専門機関との連携状況
所轄警察署や顧問弁護士等、外部の専門機関と連携しています。

3）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
不当要求防止責任者が担当として、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関より反社会的勢力
に対する情報の収集・管理を行っています。

4）対応マニュアルの整備及び研修活動の実施状況
マニュアルの整備を随時進めると共に、研修等により平素の啓蒙活動に努めています。

（3）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制システム構築の基本方針に沿った、当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりでありま

す。
① 取締役会は25回開催され、経営上の重要な決議を行うと共に、業績の分析･評価等を行いました。取締

役会には、原則全監査役も出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監査しました。
② 監査役会は22回開催され、取締役の業務執行に関わる監査を行いました。また、各取締役とそれぞれの

テーマに応じた意見交換・議論を行っております。
下記リスク管理委員会にも出席し、情報収集を行いました。
監査計画は内部監査室と調整を行い、また監査結果は会計監査人との意見交換を行い、監査業務に反映
させるよう努めました。
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③ 内部監査を４回にわたり実施し、全社的な内部統制、業務プロセスに係る内部統制、ITシステムにおけ
る全般統制及び業務処理統制の整備上･運用上の有効性評価、並びに社内規程に対する監査を行いまし
た。

④ リスク管理委員会を４回にわたり実施し、財務報告に関する内部統制システムの整備上･運用上の有効
性評価を行いました。

⑤ 社内規程類の制定及び見直しについては、社員就業規程、内部統制活動規程、AI開発・提供規程をはじ
めとして、95規程類の制定･改定等を行いました。

⑥ 社内研修として、内部統制、リスク･マネジメント、情報セキュリティ、コンプライアンスを含む企業
倫理に関するe-ラーニング研修を実施しました。

⑦ 反社会的勢力への対応については、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に継続加盟してお
ります。

（4）株式会社の支配に関する基本方針
当社の「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は以下のとおり

であります。

当社は「社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献す
る」を経営理念としております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配するに相応しい者は、「経営理念」をはじめ、当社における「企

業価値の源泉」「事業特性」「多様なステークホルダーの皆さまとの信頼関係」等を十分に理解し、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。ま
た同時に、予見の可否に関わらず当社の存在意義を脅かし得るあらゆる状況・事態にあたっても、善良で高
潔な思考をもって、企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上するために必要な情報を集
め、適切に判断・対応できる者でなければならないと考えております。
一方、上場会社である当社の株式は、株主・投資家の皆さまによる自由な取引が認められており、当社の

株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではな
く、最終的には株主の皆さまの自由な意思により判断されるべきであると考えておりますが、株式の大規模
買付提案の中には、濫用目的によるものや、株主の皆さまに株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの
等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。
当社は、大規模買付の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あ

わせて当社取締役会・独立した第三者の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める
等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】
( 有 形 固 定 資 産 )
建 物
建 物 附 属 設 備
構 築 物
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
( 無 形 固 定 資 産 )
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
保 険 積 立 金
長 期 預 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

15,017,318
6,935,659

55,525
7,465,768
199,708
359,014

6,474
9,245

△14,080
8,804,486
3,514,980
136,209
206,021
28,656
1,858

139,816
3,002,419
41,097
38,134
2,962

5,248,408
4,215,159
142,214

100
87,000

486,725
100,000
304,209
△87,000

【流 動 負 債】 7,480,591
買 掛 金 2,147,645
短 期 借 入 金 986,000
１年内返済予定の長期借入金 653,449
未 払 金 906,510
未 払 費 用 209,105
未 払 法 人 税 等 711,181
未 払 消 費 税 等 641,193
契 約 負 債 317,069
預 り 金 62,442
賞 与 引 当 金 790,714
役 員 賞 与 引 当 金 40,000
そ の 他 15,280

【固 定 負 債】 959,132
長 期 借 入 金 399,888
繰 延 税 金 負 債 461,494
長 期 未 払 金 97,750
負 債 合 計 8,439,724

純 資 産 の 部
【株 主 資 本】 13,482,927
( 資 本 金 ) 2,905,422
( 資 本 剰 余 金 ) 2,199,701
資 本 準 備 金 749,999
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,449,701
( 利 益 剰 余 金 ) 9,603,595
そ の 他 利 益 剰 余 金 9,603,595
繰 越 利 益 剰 余 金 9,603,595

( 自 己 株 式 ) △1,225,791
【評価・換算差額等】 1,899,152
その他有価証券評価差額金 1,899,152
純 資 産 合 計 15,382,079

資 産 合 計 23,821,804 負 債 ・ 純 資 産 合 計 23,821,804
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損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 35,698,834
売 上 原 価 30,456,135
売 上 総 利 益 5,242,698
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,206,566
営 業 利 益 3,036,131
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 29,283
受 取 家 賃 14,124
補 助 金 収 入 29,280
そ の 他 12,591 85,279

営 業 外 費 用
支 払 利 息 21,203
社 債 利 息 70
貸 与 資 産 減 価 償 却 費 3,393
固 定 資 産 除 却 損 14,495
支 払 手 数 料 5,562
そ の 他 8,378 53,103

経 常 利 益 3,068,307
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 93,900 93,900

税 引 前 当 期 純 利 益 3,162,207
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 930,270
法 人 税 等 調 整 額 △101,250 829,020
当 期 純 利 益 2,333,186
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
そ の 他 利 益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,905,422 749,999 1,438,641 2,188,641 7,996,215
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △725,807

当 期 純 利 益 2,333,186

自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 11,060 11,060

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 11,060 11,060 1,607,379

当 期 末 残 高 2,905,422 749,999 1,449,701 2,199,701 9,603,595

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △339,254 12,751,024 1,296,359 14,047,384
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △725,807 △725,807

当 期 純 利 益 2,333,186 2,333,186

自 己 株 式 の 取 得 △889,417 △889,417 △889,417

自 己 株 式 の 処 分 2,880 13,940 13,940

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 602,792 602,792

当 期 変 動 額 合 計 △886,537 731,902 602,792 1,334,695

当 期 末 残 高 △1,225,791 13,482,927 1,899,152 15,382,079



51

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、取得価額100千円以上200千円未満の有形固定資産については、３年間で均等償却する方法

を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物（建物附属設備を含む） ３〜50年
工具、器具及び備品 ２〜20年

② 無形固定資産
定額法
ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売見込期間（３年）、また自社利用のソフトウ

ェアについては、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。なお、のれんにつ
いては、定額法により５年で償却しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度対応分の金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する、主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、顧客との取引の対価
は、履行義務を充足してから通常、概ね２か月以内で受領しております。
① 受注制作のソフトウェア開発

受注制作のソフトウェア開発では、請負契約により顧客仕様のソフトウェア開発を行っておりま
す。ソフトウェア開発の進捗により履行義務が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわ
たり充足される履行義務として、ごく短い期間にわたり充足される履行義務を除き、履行義務の充足
に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度
の見積りは、コスト総額の見積りに対する発生コストの割合（インプット法）で算出しております。
また、ごく短い期間にわたり充足される履行義務については、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

② ソフトウェア開発・運用サービスの提供
ソフトウェア開発・運用サービスの提供では、システムエンジニアリング契約、派遣契約により、

ソフトウェア開発・運用サービスを行っております。当該ソフトウェア開発・運用サービスでは、契
約期間にわたり概ね一定の役務を提供しており、一定の期間にわたり充足される履行義務として、サ
ービスが提供される時間の経過に応じて収益を認識しております。また、サービスの時間、期間、処
理量等に基づき現在までに履行が完了した部分の対価を顧客から受取る権利を有している場合には、
請求する権利を有している金額で収益を認識しております。

③ システム保守・運用サービス
システム保守・運用サービスでは、契約期間にわたってシステム保守・運用サービスを提供してお

り、一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に基づき収益を認識しております。
④ ライセンス・製品機器等の販売

ライセンス・製品機器等の販売等では、顧客への引渡後、顧客が検収した時点で履行義務が充足さ
れると判断していることから、一時点で充足される履行義務として、顧客が検収した時点で収益を認
識しております。
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2．会計上の見積りに関する注記
コスト総額の見積りに基づくインプット法による収益認識

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
売上高 2,223,762千円

(注）上記の金額は、受注制作のソフトウェア開発のうち、インプット法により収益を認識した案件を対象
に記載しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社のシステム開発に係る収益の計上基準のうち、受注制作のソフトウェアに該当する一部の案件につ

いて、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗
度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、コスト総額の見積りに対
する発生コストの割合（インプット法）で算出しております。
当事業年度に当該インプット法に基づき認識した収益の金額2,223,762千円のうち、当事業年度末現在

において完全に履行を充足していない案件は356,941千円であります。
インプット法の適用にあたっては、当事業年度末におけるコスト総額の見積りに基づき、履行義務の充

足に係る進捗度を合理的に見積る必要があります。
インプット法による収益認識の基礎となるコスト総額の見積りは、契約ごとのプロジェクト実行予算計

画を作成して見積りを行っており、コスト総額の見積りの妥当性については、受注決裁にあたり、独立し
た事業部においてその合理性について検証を行うと共に、プロジェクト実行予算と実際発生コストのモニ
タリングによるコスト総額の見積りの見直しについて検証を行っております。
プロジェクト実行予算の作成にあたり、過去の類似案件の経験等を基に、社内で掛かる工数及び協力会

社への外注委託する工数を契約ごとに見積っており、開発のために必要となる作業内容及び工数の見積り
に不確実性を伴うため、見積りの変動を生じさせるような事象が発生した場合、当社の業績を変動させる
可能性があります。
また、損失の発生が見込まれる契約について、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上してお

ります。なお、当事業年度末においては損失見込額がないため計上しておりません。
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３. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供されている資産

建 物 125,640千円
建 物 附 属 設 備 59,353千円
構 築 物 342千円
土 地 2,858,434千円
投 資 有 価 証 券 971,410千円

計 4,015,181千円

担保付債務
短 期 借 入 金 436,000千円
長 期 借 入 金 733,667千円

計 1,169,667千円
（注）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,561,389千円

（3）関係会社に対する金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債務 113,742千円
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４. 損益計算書に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、「９．収益認識に関する注記」に記載しております。

（2）関係会社との取引高
営業取引による取引高

仕 入 高 806,728千円
そ の 他 21,432千円

（3）販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額 97,708千円

（4）固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
建 物 附 属 設 備 12,021千円
ソ フ ト ウ エ ア 444千円
工具、器具及び備品 2,029千円

計 14,495千円
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５. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式数の総数

発行済株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 16,292,942 ― ― 16,292,942

（2）当事業年度の末日における自己株式数の総数
自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,174,462 480,000 10,000 1,644,462
(変動事由の概要）
自己株式の取得による増加 480,000株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 10,000株

（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会 普通株式 544,265 36.00 2025年３月31日 2025年６月30日

2025年11月14日
取締役会 普通株式 181,541 12.00 2025年９月30日 2025年12月８日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年６月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 761,720 52.00 2026年３月31日 2026年６月30日
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６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 249,233千円
前渡金償却 85,734千円
未払事業税 56,136千円
未払費用（社会保険料賞与分） 51,754千円
貸倒引当金 31,860千円
長期未払金 30,810千円
資産除去債務 20,910千円
ゴルフ会員権評価損 11,233千円
その他 19,476千円
繰延税金資産小計 557,150千円
評価性引当額 △177,690千円
繰延税金資産合計 379,460千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 840,954千円
繰延税金負債合計 840,954千円

繰延税金負債純額 461,494千円

７. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、中・長期の資金調達については金融機関か

らの借入や社債発行により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しており
ます。投機的な取引及び短期的な売買損益を得るための取引は行わない方針であります。
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② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である電子記録債権、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。投資

有価証券は、取引先企業との主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒
されております。ゴルフ会員権は市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に
オフィスの賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。貸付金は取引先
企業等に対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。長期預金は、期限前解約特約付
定期預金（コーラブル預金）であります。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払費用及び預り金は、１年以内の

支払期日であります。借入金は、主に営業活動に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は
決算日後、最長で３年後であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
A．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における各担当部が主要な取引先の状

況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理すると共に、財務状況等の悪化等に
よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、貸付金については、主要な貸付先の回収状況
等が、貸付金規程及び契約に従って回収されていることを、経理部が定期的にモニタリングしておりま
す。
B．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。長期預金は、満期日において元本金額が全
額支払われる安全性が高い金融商品でありますが、デリバティブ内包型預金で当該契約は金利の変動リ
スクを内包しておりますため、定期的に時価を把握する体制をとっております。
C．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、経理部において適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

⑤ 信用リスクの集中
当期の決算日現在における営業債権のうち41.0％が特定の大口顧客に対するものであります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額
①投資有価証券

その他有価証券 （＊２） 4,150,383 4,150,383 −
②ゴルフ会員権 （＊３） 27,053 36,820 9,766
③敷金及び保証金 （＊４） 250,916 226,561 △24,355
④長期貸付金 87,000 87,000 −

貸倒引当金 （＊５） △87,000 △87,000 −
− − −

⑤長期預金 100,000 99,016 △983
資産計 4,528,353 4,512,781 △15,571

①長期借入金 （＊６） 1,053,337 1,053,310 △26
負債計 1,053,337 1,053,310 △26

（＊1）「現金及び預金」「電子記録債権」「売掛金及び契約資産」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」
「未払費用」「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

（＊2）市場価格のない株式等は、「①投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。

（単位：千円）
区分 当事業年度

非上場株式 64,775
関係会社株式 142,214

（＊3）ゴルフ会員権は貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。
（＊4）敷金及び保証金は貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。
（＊5）長期貸付金に関しましては、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（＊6）長期借入金に関しましては、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。
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（注1）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

現金及び預金 6,935,659 − − −
電子記録債権 55,525 − − −
売掛金及び契約資産 7,465,768 − − −
長期貸付金 − 87,000 − −
長期預金 − 100,000 − −

合計 14,456,954 187,000 − −

（注2）借入金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

短期借入金 986,000 − − − − −
長期借入金 653,449 299,958 99,930 − − −
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 4,150,383 − − 4,150,383

資産計 4,150,383 − − 4,150,383

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
ゴルフ会員権 − 36,820 − 36,820
敷金及び保証金 − 226,561 − 226,561
長期貸付金 − 87,000 − 87,000
貸倒引当金 − △87,000 − △87,000

長期預金 − 99,016 − 99,016
資産計 − 362,397 − 362,397

長期借入金 − 1,053,337 − 1,053,337
負債計 − 1,053,337 − 1,053,337
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
投資有価証券

投資有価証券の時価は、株式は取引所の価格によっているため、その時価をレベル１の時価に分類し
ております。
その他有価証券として保有する株式の種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。
（単位：千円）

種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

（1）株式 950,496 3,720,938 2,770,441
（2）その他 − − −

小計 950,496 3,720,938 2,770,441

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

（1）株式 459,780 429,445 △30,334
（2）その他 − − −

小計 459,780 429,445 △30,334
合計 1,410,276 4,150,383 2,740,107

ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、ゴルフ会員権取扱店（インターネットサイト含む）等の相場価格等を用いて評価し

ておりますが、その時価は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類
しております。

敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期貸付金

長期貸付金の時価は、元利金の合計を、当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割引
いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。また、貸倒懸念債権について
は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて、貸倒見
積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額
に近似しており、当該価額をもって時価としており、レベル２の時価に分類しております。

長期預金
長期預金はデリバティブ内包型預金であり、時価は金利等の観察可能なインプットを用いて取引先金

融機関から提示された価格に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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負債
長期借入金

当社の長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規社債の発行又は新規
借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。ま
た、長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態
は、発行後大きく異ならないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価
額によっており、レベル２の時価に分類しております。

８. 持分法損益等に関する注記
（1）関連会社に関する事項

① 関連会社に対する投資の金額 107,214千円
② 持分法を適用した場合の投資の金額 299,787千円
③ 持分法を適用した場合の投資利益の金額 32,859千円

（2）開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
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９. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

一時点で移転される財又はサービス(注) 13,936,627千円
一定期間にわたり移転される財又はサービス 21,762,206千円
顧客との契約から生じる収益 35,698,834千円
（注）一時点で移転される財又はサービスの金額には、一定期間にわたり充足される履行義務で、ごく短い期間

にわたり充足される履行義務に該当する金額を含めて表示しております。

（2）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
当事業年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 6,611,220千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 7,119,664千円
契約資産（期首残高） 172,481千円
契約資産（期末残高） 401,630千円
契約負債（期首残高） 377,214千円
契約負債（期末残高） 317,069千円

契約資産は、顧客との契約について期末日時点で完了しているが未請求の作業に係る対価に関連するもの
であります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に
振り替えられます。
契約負債は、主に履行義務が充足される契約において、顧客からの前受対価に関するものであります。契

約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
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（3）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま

す。
当事業年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

１年以内 8,614,493千円
１年超 1,336,399千円

合計 9,950,892千円

10. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,050.08円

１株当たり当期純利益金額 155.63円

（注）１. 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

２. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益(千円) 2,333,186

普通株主に帰属しない金額(千円) −

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,333,186

普通株式の期中平均株式数(千株) 14,992

３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額(千円) 15,382,079

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) −

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 15,382,079

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) 14,648

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月20日
株式会社フォーカスシステムズ

取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 林 壮 一 郎
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 臼 杵 大 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社フォーカスシステムズの2025年4月1日

から2026年3月31日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従
って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月１日から2026年3月31日までの第50期事業年度における取締役の職務の執行
に関して各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、計画に従い、取締役、内部
監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについ
ては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」 (会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条
第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものでは
なく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日
株式会社フォーカスシステムズ 監査役会

常勤監査役 吉 野 充 ㊞
常勤監査役 髙 橋 功 ㊞
社外監査役 松 原 陽 子 ㊞
社外監査役 萩 原 きよみ ㊞

以 上



コーポレートサイトのご案内
当社のホームページでは、株主・投資家の皆さまに当社をより深くご理解いただくため、さまざまな
情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

よくある質問サステナビリティ 新たな取組み

ニュース一覧 IR 情報 中期経営計画　27-29

当社の最新情報やプレスリ
リース、イベント告知等を
お届けしています。

決算短信、有価証券報告書、
IR 資料等、さまざまな情報
をまとめています。

2027 年３月期より始動した
中期経営計画の詳細につい
て公開しています。

持続可能な社会の実現に向
けた当社の取組みを紹介し
ています。

当社の技術を活用し、社会
課題解決を目指し進めてい
る活動を紹介しています。

株式情報や決算・財務に関
する質問とその回答をまと
めています。
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https://www.focus-s.com/news?utm_medium=noticeofconvocationannualgeneralmeeting2026
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https://www.focus-s.com/action?utm_medium=noticeofconvocationannualgeneralmeeting2026
https://www.focus-s.com/ir/faq?utm_medium=noticeofconvocationannualgeneralmeeting2026


株主総会会場ご案内図

JR線田町駅(芝浦口(東口)) 
…………………… 徒歩１分
都営地下鉄浅草線、三田線
三田駅(A4出口) 
…………………… 徒歩３分

会�場 最寄駅

東京都港区芝浦三丁目１番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS　４階 
TKPガーデンシティPREMIUM田町
TEL　03（5439）6119

港芝五郵便局港芝五郵便局
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※会場には本総会用専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。
※当日、お身体の不自由な方等、ご出席にあたりサポートが必要な株主さまは、ご来場の際に、会場スタッフまで
　お気軽にお声がけください。
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